
令和８年３月１６日   

 

 

事業主 各位 

 

高梁市産業振興課 

 

 

「たかはし暮らし応援商品券」取扱事業者募集のお知らせ 

 

高梁市は高梁商工会議所及び備北商工会と共同で、長く落ち込んだ地域経済の発展と電力・ガス・

食料品等の価格高騰に直面する市民と事業者の皆様を支援するとともに、地域における消費を喚起し経

済の活性化をはかるため、「たかはし暮らし応援商品券」を発行します。 

この商品券の取扱事業者を下記のとおり募集しますので、申請についてご検討ください。 

 

１ たかはし暮らし応援商品券の概要 

（１）交付対象者・交付額 

対象者：令和８年３月１日（基準日）現在で高梁市の住民基本台帳に記録されている人 

交付額：１人につき 5,000円分（券面額 1,000円×5枚） 

 

（２）交付開始時期：令和８年４月下旬 

 

（３）使 用 期 間：対象者の手元に届いた日から１２月３１日（木）まで 

 

（４）使 用 範 囲：商品券の取扱事業者として市へ登録された店舗等（取扱事業者） 

 

（５）商品券の換金：商品券の換金は市内の指定された金融機関で行います。 

※なるべく下記金融機関の口座を換金時の入金口座としていただきますよう、ご協力  

お願いいたします。なお、換金は申込時に入金口座として申請いただいた金融機関 

へいっていただくようになります。下記の金融機関以外の場合は、高梁市産業振興

課にて換金受付を行います。 

金融機関名 本・支店名 

備北信用金庫 本店営業部、成羽支店、下町支店、落合支店 

中国銀行 高梁支店、成羽支店 

トマト銀行 高梁支店、成羽支店 

晴れの国岡山農業協同組合 高梁支店、木野山支店、高梁落合店、有漢支店、成羽支店 

 

 

 

 

（裏面へ） 

 



２ 取扱事業者の登録  ＊登録料無料 

（１） 登録資格 

高梁市内に店舗、事業所等を有する事業者（商品券の使用は高梁市内の店舗等に限る。） 

（２） 募集期間 

１１月３０日（月）まで随時受付及び登録を行います。 

※取扱事業者について市ホームページへの掲載等により周知を図ることとしておりますので、 

４月１７日（金）までになるべく申請をお願いします。 

（３） 登録の申請に必要な書類 

①取扱事業者登録申請書（様式１） 

       ②換金時の入金口座の通帳の写し 

※口座情報を確認するため、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人（カナ） 

  が分かる部分の写しを添付してください。 

(4)   登録申込先 

      店舗所等在地により申込先を下記のとおり指定させていただきますので、必要書類をご準備のうえ、 

申込先へ持込または郵送にて申請してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※商品券の取扱い・換金手続その他については募集要項をご覧ください。 

 

 

店舗所等在地 申込先 

旧高梁市 高梁商工会議所   
〒716-0033 高梁市南町 16-2 

TEL：0866-22-2091 

有漢町、成羽町、 

川上町、備中町 

備北商工会本部  
〒716-0111 高梁市成羽町下原 432-1 

TEL：0866-42-2412 

備北商工会有漢支所 
〒716-1321 高梁市有漢町有漢 3387 

TEL：0866-57-2924 

備北商工会川上支所 
〒716-0201高梁市川上町地頭 1814-1 

TEL：0866-42-2000 

備北商工会備中支所 
〒716-0303 高梁市備中町長屋 7-2 

TEL：0866-45-3137 

【お問い合わせ先】 

高梁市産業経済部産業振興課 （市役所本庁舎２Ｆ） 

〒716-8501 高梁市松原通 2043番地  

電  話：０８６６－２１－０２２９   FAX：０８６６－２２－９４６０ 

 

高梁商工会議所 

〒716-0033 高梁市南町 16-2 

電 話：0866-22-2091     FAX：０８６６－22-2099 

 

備北商工会 

〒716-0111 高梁市成羽町下原 432-1 

電 話：0866-42-2412     FAX：０８６６－42-2012 

 


